
 

 

適時開示に係る社内体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              決定事実・決算情報等の付議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーポレート・ガバナンス体制 

 

  

 

       取締役会 

 代表取締役社長 

会社情報の重要性判断、関係諸法令・証券取引所の諸規則との照合・協議（情報開示委員会） 

委員…業務執行取締役、常勤監査等委員、財務管理統括部長、総務管理統括部長、経営企画統括部長等 

当社及びグループ会社の会社情報の集約・管理（情報開示委員会） 

 適時開示   情報開示手続き担当部署（法務部ガバナンス法務グループ） 

 株式会社東京証券取引所の提供するTDnet（適時開示情報伝達システム）に 

 速やかに登録後、記者発表、当社ホームページに掲載 

 

承認・決議後 

発生事実 

報告 

当社及びグループ会社の会社情報を情報開示委員会〔委員長…取締役管理本部長 (情報取扱責任者)〕に報告 

情報収集・連絡担当者…管理・企画統括部門の部長、事業部長、グループ会社社長等 

取締役会 報告 



 

 

スキル・マトリックス 

 
 

 

以上 


